
平成２８年度臨時福祉給付金及び障害・遺族年
金受給者向け給付金申請の休日受付を行います 

消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低い

方々への負担の影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として実

施される給付金の休日受付を行います。申請がお済みでない

方はご利用ください。 

申請期限は１２月２日（金）です。詳しくは、「町県民税（均等

割）の課税がされない旨のお知らせ」に同封のチラシ、又は８月

２５日号のお知らせ版をご覧ください。 

【日時】１１月２０日（日）９：００～１２：００ 

【場所】役場２階保健福祉課 

【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 

ＴＥＬ ６８－６７１６/４８８１ 

 

人権フェスタ in おんじゅくを開催 
御宿町、千葉・茂原人権啓発活動地域ネットワーク協議会で

は、１１月１２日（土）に人権フェスタ in おんじゅくを開催します。 

当日は、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也氏をお招きして

の人権講演会や、御宿小学校金管バンド部による演奏会など

が行われます。 

【日時】１１月１２日（土） 

１２：３０   開場 

１３：００～ 開会・挨拶 

１３：１５～ 第一部講演会 

（里崎智也氏 元千葉ロッテマリーンズ） 

１４：５０～ 第二部演奏会（御宿小学校金管バンド部） 

【場所】御宿中学校体育館 

※入場無料、事前申し込みは不要です。 

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせ等でのご来場にご協力

ください。 

※敷地内は全面禁煙となります。（駐車場・トイレ・校庭等を含む） 

【問い合わせ】総務課 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 

狩猟期間が始まります 
狩猟期間は、１１月１５日（火）から平成２９年２月１５日（水）ま

でです。狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。 

野外で活動する場合は、目立つ服装を着用し、ラジオ等を携

帯するなど、事故防止のため対策を行いましょう。 

【問い合わせ】千葉県自然保護課 TEL ０４３－２２３－２９７２ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２８年１０月２５日  ＮＯ．７０７ 

介護予防普及啓発事業 

「巡回型元気いきいき教室」を開催 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で

運動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教室」を実施

します。皆さんのご参加をお待ちしています。 

※事前に申し込みが必要です。 

【日時・場所】１１月８日（火）岩和田青年館 １３：３０～１５：００ 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 

（６５歳未満の方も見学できます。） 

【定員】２０名程度（申込先着順） 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具 

動きやすい服装でお越しください 

【内容】簡単な体操・歌・レクリエーション・ゲーム 等 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 

ＴＥＬ ６８－６７１６ 
 

後期高齢者医療保険料の納期 
第５期 第６期

１１月３０日（水） １２月２６日（月）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

 
※納期を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 

１１月の「心配ごと相談所」開設日 
開設日 場所 相談内容

１１月２日（水） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１１月２２日（火） 地域福祉センター 一般相談・人権相談  
相談時間は９：００～１２：００です。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 

家庭教育相談 
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受

け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘

密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】１１月１０日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 

【場所】町公民館２階 クラブ室 

【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

町公民館文化祭会場のお知らせ 
町公民館では、１１月３日（木）～５日（土）の間、次の会場に

て文化祭を実施しますので、お誘いあわせのうえ是非お越しく

ださい。 

【会場】 

○御宿小学校体育館…音楽・芸能のつどい・自由発表 

○御宿町公民館…展示・演芸 

※御宿小学校敷地内への駐車は出来ませんので、必ず公民館

等の駐車場をご利用ください。 

【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

 

中小企業のホームページ作成費を補助します 
町では、中小企業が新たにホームページを作成する場合、ま

たは既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費

用の二分の一（限度額５万円）を補助します。 

詳しくは町ホームページをご覧いただくか、以下にお問い合

わせください。 

【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 

町内農業・漁業・商工業等就業者の 
家賃を補助します 

町では、町内で農業・漁業・商工業等に就業する方に対し、

２年間の家賃の三分の一(限度額２万円/月)を補助します。 

町に住所登録をした日から１年を経過していない方等、補助

金の申請には要件があります。詳しくは町ホームページをご覧

いただくか、以下にお問い合わせください。 

【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


応急手当普及員講習を実施 
【講習種別】応急手当普及員講習Ⅰ 

【日時】平成２９年３月１３日（月）～１５日（水）連続３日間 

【場所】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 ２階会議室 

大多喜町船子７３－２ 

【対象】御宿町、いすみ市、勝浦市、大多喜町の事業所（学校を

含む）、自主防災組織その他の消防防災に関する組織 

【内容】事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う

応急手当の普及指導に従事する指導者の育成 

【定員】２０名（申込先着順） 

【受講料】無料 

※ただし、講習で使用する教科書を書店等で直接購入してくだ

さい。（消防本部では販売していません。） 

【申込方法】平成２９年１月３１日（火）１７：００までに、以下の申

込先へ電話でお申込みください。 

【申込・問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

警防課 ＴＥＬ ８０－０１３３（直通） 

 

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集 
防衛省陸上自衛隊では、中学校等卒業者及び中学校等卒

業予定者を対象とした、陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集

します。 

募集種目

受験資格

推薦試験 １１月１日（火）～１２月２日（金）※締切日必着

一般試験 １１月１日（火）～平成２９年１月６日（金）※締切日必着

推薦試験
平成２９年１月７日（土）～平成２９年１月９日（月）の間
で指定する１日

一般試験 平成２９年１月２１日（土）（第１次試験）

教育及び
卒業資格

生徒の
待遇

陸上自衛隊高等工科学校生徒

平成２９年４月１日現在「１５歳以上１７歳未満の男子」、中学校等
卒業者及び卒業予定者

・高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて技術的な専門
  教育等を受ける。
・提携する通信制高等学校に編入学し、教育終了時は高等学校
  の卒業資格を取得。

・身分は特別職国家公務員「生徒」（自衛官ではありません）
・生徒手当：月額「９８，５００円」を支給
                （期末手当：年２回（６月、１２月））
・生徒教育卒業後、防衛大学校、航空学生等への受験資格が得
  られます。

受付期間

試験期日

 
 詳しい内容はお問い合わせください。 

【問い合わせ】自衛隊 茂原地域事務所 

茂原市町保３－２１７ シティビル２階 

ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化月間 
夫・パートナーからの暴力やストーカー等の、女性をめぐる各

種人権問題について、「女性に対する暴力をなくす運動」期間

中（１１月１２日～２５日）、全国一斉に人権擁護委員が「女性の

人権ホットライン」を通じて、相談に応じます。 

千葉県女性の人権ホットラインでは、以下のとおり相談を受け

付けますので、お気軽にご相談ください。 

【日時】１１月１４日（月）～１８日（金）８：３０～１９：００ 

１９日（土）、２０日（日）１０：００～１７：００ 

【対応者】千葉県人権擁護委員連合会女性人権擁護委員 

千葉県地方法務局人権擁護課職員 

【電話番号】０５７０－０７０－８１０ 

【問い合わせ】千葉県人権擁護委員連合会事務局 

（千葉県地方法務局人権擁護課内） 

ＴＥＬ ０４３－２４７－３５５５ 

 

平成２８年度地球温暖化防止活動推進員募集 
県では、地球温暖化の現状に関する知識の普及や温暖化対

策の推進を行うボランティアを募集します。 

【応募資格】地球温暖化防止活動を自ら実践するとともに、自主

的な普及啓発活動ができる方で、県内に居住、在

勤又は在学する満２０歳以上の方 

新規に応募する方は、２月～３月に行う講習会を受

講していただきます。 

【委嘱期間】平成２９年４月～平成３４年３月末までの５年間 

【応募方法】１１月１８日（金）～平成２９年１月２０日（金）に、以下

の申込先へ申込書を郵送、ファックス又はＥメール

により提出してください。（期間内必着） 

※申込書は県ホームページからダウンロードできます。インター

ネットを利用できない場合はお問い合わせください。 

【申込先】 

〒２６０－００２４ 

千葉市中央区中央港１－１１－１ 

千葉県地球温暖化防止活動推進センター 

ＴＥＬ ０４３－２４６－２１８０ ＦＡＸ ０４３－２４６－６９６９ 

Ｅメール ccca@ckz.jp 

【問い合わせ】 

千葉県循環型社会推進課 

ＴＥＬ ０４３－２２３－４６４５ ＦＡＸ ０４３－２２１－３９７０ 

Ｅメール e-earth@mz.pref.chiba.lg.jp 

ホームページ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/suishinin/suishinin.html 

農地現況調査を行います 
町農業委員会では、農地法に基づく町内農地の現況調査を

行います。調査期間は１０月末から１２月末までです。 

農地保全のため、皆さまのご協力をお願いします。 

【問い合わせ】町農業委員会（産業観光課内） 

ＴＥＬ ６８－２５１３ 

 

秋季全国火災予防運動 

「消しましょう その火その時 その場所で」 
１１月９日（水）から１５日（火）まで、秋の全国火災予防運動

が実施されます。 

火災は、ちょっとした不注意から起こっています。中でも、焚

き火の拡大や、タバコからの出火事例が多く発生しています。

火の取り扱いには十分注意してください。 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、火の用心

７つのポイントを作成し、火災予防を呼びかけています。 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

―３つの習慣・４つの対策― 

【３つの習慣】 

・寝たばこは、絶対にやめる。 

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

【４つの対策】 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。 

・寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を

使用しましょう。 

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置しま

しょう。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体

制をつくりましょう。 

【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

予防課 ＴＥＬ ８０－０１３２ 

mailto:e-earth@mz.pref.chiba.lg.jp

